
令
和
２
年
度
の
国
民
年
金
保
険
料
は
、

月
額
１
６
，
５
４
０
円
で
す
。
国
民
年

金
制
度
に
は
、
こ
の
保
険
料
の
納
付
が

困
難
な
方
の
た
め
に
、
保
険
料
申
請
免

除
の
仕
組
み
が
あ
り
ま
す
。

保
険
料
申
請
免
除
は
、
前
年
中
（
１

月
〜
６
月
は
前
々
年
中
）
の
本
人
・
配

偶
者
・
世
帯
主
そ
れ
ぞ
れ
の
所
得
状
況

に
応
じ
て
、
全
額
免
除
も
し
く
は
一
部

免
除
（
50
歳
未
満
は
納
付
猶
予
も
）
が

承
認
さ
れ
ま
す
。

申
請
は
、
毎
年
（
７
月
以
降
に
）
必

要
と
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
前
年
度
以

前
に
継
続
申
請
で
承
認
さ
れ
て
い
る
場

合
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

国
民
年
金
は
、
未
納
の
状
態
が
続
く

と
、
将
来
の
年
金
受
給
額
が
減
額
さ
れ

る
だ
け
で
な
く
、
年
金
を
受
け
る
権
利

を
得
ら
れ
な
か
っ
た
り
、
万
が
一
の
障

が
い
や
死
亡
に
よ
る
給
付
を
受
け
ら
れ

な
く
な
っ
た
り
す
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
場
合
は
、
年

金
事
務
所
や
役
場
窓
口
ま
で
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

失
業
特
例
制
度
に
つ
い
て

申
請
免
除
を
行
う
年
度
、
も
し
く
は

前
年
度
中
に
お
仕
事
を
退
職
し
た
場
合
、

免
除
判
定
に
使
用
す
る
退
職
し
た
方
の

所
得
を
「
０
」
と
す
る
特
例
が
利
用
で

き
ま
す
。
そ
の
際
、
雇
用
保
険
離
職
票

も
し
く
は
受
給
資
格
者
証
の
確
認
が
必

要
と
な
り
ま
す
。

継
続
申
請
と
は

失
業
特
例
を
利
用
せ
ず
に
全
額
免
除

（
50
歳
未
満
は
納
付
猶
予
も
）
が
承
認

さ
れ
る
方
は
、
希
望
す
れ
ば
翌
年
度
以

降
の
申
請
を
自
動
で
継
続
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

一
部
免
除
が
承
認
さ
れ
る
方
へ

申
請
免
除
の
仕
組
み
に
は
、
一
部
免

除
（
４
分
の
３
免
除
・
半
額
免
除
・
４

分
の
１
免
除
）
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
一

部
免
除
は
、
免
除
さ
れ
て
い
な
い
残
り

の
部
分
を
納
付
し
な
け
れ
ば
、
未
納
期

間
と
い
う
扱
い
と
な
り
ま
す
の
で
、
承

認
後
に
送
付
さ
れ
る
納
付
書
に
て
納
付

す
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

次回の出張年金相談（要予約）
日時　　令和２年８月６日㊍
10：00～15：00（最終受付14：00）
場所　　湯浅町役場２階　会議室２

予約電話番号　☎０７３－４４７－１６６０
（和歌山西年金事務所 お客様相談室）

国民年金保険料の申請免除
和歌山西年金事務所国民年金課 ☎０７３ｰ４４７ｰ１６６０
湯浅町役場健康福祉課健康推進係（8番窓口） ☎６４ｰ１１２０問

出張年金相談の日出張年金相談の日

り
災
証
明
書
・
被
災
証
明
書

と
はり

災
証
明
書
・
被
災
証
明

書
は
風
水
害
、
地
震
等
の
災

害
に
よ
っ
て
生
じ
た
被
害
を

証
明
す
る
も
の
で
す
。
※
保

険
等
の
補
償
を
確
定
さ
せ
る

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

●
り
災
証
明
書

家
屋
に
被
害
を
受
け
た
場

合
●
被
災
証
明
書

構
築
物
（
カ
ー
ポ
ー
ト
や

家
屋
以
外
の
物
置
な
ど
）

に
被
害
を
受
け
た
場
合

り
災
証
明
書
・
被
災
証
明
書

の
申
請
に
つ
い
て

申
請
は
住
民
生
活
課
税
務

係
で
受
け
付
け
ま
す
。
次
の

書
類
を
そ
ろ
え
て
申
請
を
行

っ
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡

大
防
止
の
た
め
郵
送
で
申
請

い
た
だ
く
こ
と
も
可
能
で
す
。

・
り
災（
被
災
）証
明
申
請
書

・
被
害
写
真

・
申
請
者
の
本
人
確
認
書
類

・
委
任
状
（
り
災
者
ま
た
は

被
災
者
と
申
請
者
の
世
帯

が
異
な
る
場
合
）

証
明
書
は
１
通
３
０
０
円

で
す
。
申
請
か
ら
交
付
ま
で

日
数
を
要
し
ま
す
。

申
請
に
関
す
る
注
意
事
項

・
申
請
書
及
び
委
任
状
に
忘

れ
ず
押
印
し
て
く
だ
さ
い
。

・
申
請
は
被
害
を
受
け
て
か

ら
原
則
１
ヶ
月
以
内
に
行

っ
て
く
だ
さ
い
。

詳
細
は
湯
浅
町
役
場
の
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

り
災
証
明
書
・
被
災
証
明
書
に
つ
い
て

住
民
生
活
課
税
務
係
（
1
・
2
番
窓
口
）

☎
６
４
・
１
１
０
６

問

10令和２年７月

ご
み
の
不
法
投
棄
対
策
と
し
て
監
視
カ
メ

ラ
の
設
置
及
び
監
視
パ
ト
ロ
ー
ル
を
実
施
し
、

不
法
投
棄
の
量
は
減
り
ま
し
た
が
、
依
然
と

し
て
不
法
投
棄
が
無
く
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。

そ
の
た
め
、
和
歌
山
県
で
は
平
成
28
年
度
か

ら
新
た
に
小
型
監
視
カ
メ
ラ
を
導
入
し
て
不

法
投
棄
対
策
を
強
化
し
て
い
ま
す
。

町
内
で
は
、
数
ヶ
所
に
小
型
監
視
カ
メ
ラ

を
設
置
す
る
と
共
に
重
点
的
に
パ
ト
ロ
ー
ル

を
行
い
、
監
視
を
強
化
し
ま
す
。

監
視
カ
メ
ラ
で
得
た
情
報
は
、
不
法
投
棄

の
抑
止
、
発
見
し
た
場
合
の
指
導
等
の
徹
底

を
目
的
と
し
た
も
の
で
、
そ
れ
以
外
に
用
い

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

今
後
も
監
視
体
制
や
啓
発
、
関
係
機
関
と

の
連
携
を
強
化
し
、
不
法
投
棄
の
防
止
に
取

り
組
み
ま
す
。

なくそう！
不法投棄

プラスチックは非常に便利な素材であるため、私たちの生活に大きく貢献しています。

一方で、海洋プラスチックごみや地球温暖化など大きな課題の原因にもなっています。

このような状況を踏まえ、2020年７月１日より、全国でプラスチック製買物袋、いわ

ゆるレジ袋の有料化を行うこととなりました。これは、普段何気なくもらっているレジ

袋を有料化することで、それが本当に必要かを考えていただき、私たちのライフスタイ

ルを見直すきっかけとすることを目的としています。

この機会に自身のライフスタイルを見つめなおし、エコバッグを持ち歩く等、できる

ことからプラスチックを賢く使う工夫をしてみましょう。

レジ袋有料化
2020年７月１日スタート

レジ袋削減に
ご協力ください

環境問題
解決の
第一歩

制度概要などの
詳細はこちら

レジ袋有料化に関する問合せ先

☎0570-080180
消費者向け

☎0570-000930
事業者向け

11 令和２年７月


